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に
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て

室リ

可

系住

は

じ

め

に

表
題
に
掲
げ
た
賠
贈
と
は
死
者
に
哀
悼
の
意
を
示
す
も
の
と
し
て
、
死
者
や
喪
家
に
贈
る
財
貨
・
物
品
、
或
い
は
そ
の
よ
う
な
物
を
贈
る

儀
礼
を
い
う
。
儒
家
経
典
に
記
さ
れ
る
賠
贈
の
贈
与
は
一
種
類
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
『
春
秋
穀
梁
伝
』
隠
公
元

年
（
前
七
二
二
）
に
、
「
乗
馬
日
贈
、
衣
会
日
極
、
貝
玉
日
含
、
銭
財
日
縛
」
と
あ
る
。
ま
た
、
儒
家
経
典
に
見
え
る
贈
賄
の
用
途
を
整
理

す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

種

類

内

容

賠
埋
葬
の
前
に
、
喪
家
に
出
棺
の
助
け
と
し
て
渡
す
車
馬

被
小
数
の
際
に
、
死
者
を
着
せ
る
数
衣
、
及
び
副
葬
す
る
た
め
の
服

含
小
数
の
際
に
、
死
者
の
口
に
入
れ
る
貝
玉

捕
時
喪
事
用
の
物
品
で
は
な
く
、
喪
葬
儀
礼
を
扶
助
す
る
た
め
の
財
貨

右
で
表
記
に
示
し
た
よ
う
な
物
品
及
び
そ
れ
ら
を
贈
与
す
る
行
為
の
総
称
は
も
と
も
と
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
唐
代
に
な
る
と
、

贈
賄
と
い
う
言
葉
が
礼
典
に
お
け
る
正
式
な
用
語
と
な
っ
て
い
る
（
l

）

O

よ
っ
て
、
本
稿
で
は
賜
贈
を
こ
の
よ
う
な
諸
形
式
の
総
称
と
し
て
用
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い
、
具
体
的
な
賠
・
極
・
含
・
縛
の
贈
与
は
そ
れ
ぞ
れ
贈
賄
・
贈
捻
・
贈
含
・
贈
賄
と
呼
び
区
別
す
る
こ
と
と
す
る
。

上
述
し
た
賠
縛
の
各
物
品
は
主
に
喪
葬
に
お
け
る
小
数
や
出
棺
の
際
に
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
儒
家
経
典
の
『
儀
礼
』
・
『
礼
記
』
に

は
賠
贈
の
儀
式
を
詳
し
く
規
定
し
て
い
る
（
2

）
が
、
贈
与
の
基
準
及
び
数
量
な
ど
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
先
秦
時

代
の
史
料
に
は
賠
鱒
に
関
す
る
法
令
が
全
く
見
え
な
い
。
つ
ま
り
、
先
秦
時
代
に
お
け
る
賜
縛
制
度
は
主
に
儀
礼
の
面
に
と
ど
ま
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
変
遷
を
経
て
、
律
令
制
が
完
備
し
た
唐
代
に
な
る
と
、
贈
賄
制
度
は
国
家
の
律
令
に
よ
っ
て
規
定
が

確
立
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
筆
者
は
先
に
唐
代
の
喪
葬
令
に
規
定
さ
れ
る
賜
贈
の
内
容
・
基
準
・
手
続
き
な
ど
の
具
体
的
な
実
態
に
つ
い

て
解
明
し
た

2
0
し
か
し
、
凶
礼
に
由
来
す
る
賜
贈
が
如
何
に
し
て
律
令
制
に
基
づ
く
国
家
制
度
と
な
っ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
問
題

に
つ
い
て
の
詳
細
は
未
だ
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
は
い
な
い
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
唐
代
に
お
け
る
賠
贈
制
度
の
基
礎
の
確
立
期
は
、
漢
晋
時
代
に
遡
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
漢
晋
時
代
に
な
る
と
、

賠
・
櫨
・
含
・
縛
の
贈
与
が
す
べ
て
現
れ
、
初
め
て
官
員
の
身
分
に
応
じ
た
贈
与
の
基
準
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
滋
賀
秀
三
氏
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
西
晋
の
泰
始
律
令
は
中
国
法
制
史
上
に
お
け
る
真
の
意
味
で
の
律
令
の
形
成
を
示
し
て
い
る

2
0
そ
の
泰
始
律
令
に
は
賠

贈
の
贈
与
に
関
す
る
制
度
が
定
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
国
家
の
律
令
制
に
基
づ
く
贈
賄
制
度
の
形
成
を
検
討
す
る
に

は
、
漢
晋
時
代
に
お
け
る
制
度
の
実
態
を
追
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

漢
代
の
賠
縛
に
つ
い
て
、
鎌
田
重
雄
氏
は
前
漢
に
お
け
る
縛
の
実
例
に
基
づ
き
、
二
千
石
に
対
す
る
贈
物
の
量
に
関
す
る
基
準
を
推
定
し

て
い
る

5
0
杉
本
憲
司
氏
は
さ
ら
に
後
漢
に
お
け
る
贈
鱒
の
実
例
を
整
理
し
て
お
り
、
後
漢
で
は
明
確
な
贈
賄
の
基
準
は
存
在
し
て
い
な
か

っ
た
が
、
お
お
よ
そ
二
千
石
以
下
・
中
二
千
石
及
び
万
石
の
三
つ
の
等
級
が
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

5
0

西
晋
の
賠
賭
制
度
に
つ
い
て
の
専
論
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
が
、
張
鵬
一
氏
が
西
晋
の
喪
葬
令
を
復
原
し
、
贈
賄
の
贈
与
に
関
す

る
「
三
公
・
大
司
馬
・
大
将
軍
嘉
、
天
子
発
哀
子
朝
堂
、
賜
秘
器
・
朝
服
一
具
・
衣
一
襲
・
銭
三
十
万
・
布
百
匹
、
加
誼
」
の
記
述
を
令
文

と
し
て
復
原
し
て
い
る
（
7

）0

こ
こ
に
見
え
る
「
朝
服
一
具
」
・
「
衣
一
襲
」
は
贈
援
で
あ
り
、
「
銭
三
十
万
」
・
「
布
百
匹
」
は
贈
縛
に
属
す
る
。

こ
の
条
文
の
復
原
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
西
晋
に
お
け
る
賠
縛
制
度
の
内
容
を
示
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
た
だ
し
、
こ
の
復
原
に
は
後

漢
晋
に
お
け
る
賠
縛
制
度
に
つ
い
て
（
劉

Q
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述
す
る
よ
う
に
問
題
が
あ
る
）
。

以
上
は
い
ず
れ
も
漢
晋
に
お
け
る
賠
縛
制
度
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
が
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
点
も
存
在
し
て
い
る
。

（

1
）
先
行
研
究
は
、
秩
石
な
ど
漢
代
に
お
け
る
幾
ら
か
の
賠
鱒
の
基
準
を
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
基
準
が
如
何
に
し
て
形
成
さ
れ

た
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
形
で
規
定
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
未
だ
十
分
に
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。

（

2
）
張
鵬
一
氏
は
『
晋
書
』
の
記
事
か
ら
、
西
晋
に
お
け
る
三
公
・
大
司
馬
・
大
将
軍
に
対
す
る
贈
縛
の
喪
葬
令
を
復
原
し
て
い
る
が
、

こ
の
復
原
は
法
制
史
料
を
根
拠
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
規
定
が
西
晋
に
お
い
て
如
何
な
る
形
で
法
令
と
し
て
存
在

し
て
い
た
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（

3
）
法
制
面
だ
け
で
は
な
く
、
漢
代
以
来
形
成
さ
れ
て
き
た
礼
制
、
特
に
服
制
も
西
晋
の
賠
時
制
度
に
影
響
を
与
え
た
。
「
朝
服
一
具
」

・
「
衣
一
襲
」
の
贈
権
は
西
晋
に
な
っ
て
初
め
て
現
れ
た
も
の
で
あ
り
、
南
北
朝
に
お
け
る
最
も
普
遍
的
な
贈
櫨
と
な
っ
て
い
る
。
西
晋
に

お
け
る
こ
の
よ
う
な
制
度
が
如
何
に
し
て
漢
代
以
来
の
服
制
か
ら
形
成
さ
れ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
未
だ
考
察
さ
れ
て
い
な
い
。

上
述
の
問
題
点
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
漢
代
に
お
け
る
法
制
史
料
に
基
づ
い
て
、
贈
賄
に
関
す
る
具
体
的
な
制
度
を
検
討
し
、
漢
代
に

お
け
る
こ
れ
ら
制
度
の
形
成
過
程
を
解
明
す
る
。
ま
た
、
西
晋
の
時
整
備
さ
れ
た
泰
始
律
令
に
は
、
賠
鱒
の
贈
与
が
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ

て
い
た
か
に
つ
い
て
も
合
わ
せ
検
討
す
る
。
以
上
の
考
察
に
よ
り
、
本
稿
で
は
漢
晋
時
代
に
お
け
る
贈
賄
制
度
が
如
何
に
し
て
現
れ
、
如
何

に
し
て
国
家
の
律
令
体
制
に
組
み
込
ま
れ
た
か
、
の
解
明
を
目
指
す
。

nu 

司

i

漢

代

の

賠

購

制

度

（

1
）
 

二
年
律
令
と
景
帝
中
元
二
年
詔
に
見
え
る
娼
贈
制
度



管
見
の
及
ぶ
限
り
、
先
秦
時
代
の
法
令
に
は
賜
縛
の
贈
与
に
関
す
る
規
定
は
見
出
せ
な
い
。
こ
れ
は
当
時
の
贈
賄
が
主
に
儀
礼
に
従
っ
て

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
漢
代
に
な
る
と
、
二
年
律
令
と
景
帝
中
元
二
年
詔
に
官
員
や
諸
侯
王
に
対
す
る
賠
贈
の

規
定
が
現
れ
、
前
漢
の
前
半
期
に
は
、
律
や
詔
の
形
に
基
づ
く
賠
購
制
度
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。

張
家
山
漢
簡
に
見
え
る
二
年
律
令
の
賜
律
は
漢
代
に
お
け
る
賞
賜
の
内
容
や
基
準
に
関
す
る
律
文
で
あ
る
。
こ
の
賜
律
で
は
、
官
員
の
官

秩
に
応
じ
た
衣
の
贈
与
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
二
年
律
令
賜
律
二
八
三
簡
（
日
）
に
、

（
前
略
）
二
千
石
吏
不
起
病
者
、
賜
衣
・
橋
・
棺
及
官
衣
常
（
裳
）
。

と
あ
り
、
ま
た
、
二
八
四
簡
に
、

郡
尉
、
賜
衣
・
棺
及
官
常
（
裳
）
。
千
石
至
六
百
石
吏
死
官
者
、
居
県
賜
棺
及
官
衣
。
五
百
石
以
下
至
丞
・
尉
死
官
者
、
居
県
賜
棺
。

と
あ
る
。
二
年
律
令
二
八
三
簡
と
二
八
四
簡
は
在
職
の
二
千
石
か
ら
五
百
石
以
下
の
丞
・
尉
に
至
る
各
級
官
員
に
対
し
衣
や
棺
な
ど
の
物
品

を
贈
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
不
起
病
」
と
は
、
官
員
が
在
官
中
に
死
ぬ
こ
と
の
焼
曲
表
現
で
あ
る
（
9

）O

そ
の
た
め
、

贈
与
の
「
衣
」
や
「
官
衣
裳
」
は
小
数
や
副
葬
の
た
め
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
死
者
に
小
数
や
副
葬
用
の
服
を
贈
与

す
る
の
は
凶
礼
に
規
定
さ
れ
る
栓
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
八
三
簡
と
二
八
四
簡
に
見
え
る
「
衣
」
や
「
官
衣
裳
」
は
す
べ
て
凶
礼
に
見
え
る

楼
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

先
行
研
究
は
二
八
三
簡
・
二
八
四
簡
に
見
え
る
そ
れ
ぞ
れ
の
服
に
つ
い
て
、
『
説
文
解
字
』
や
『
釈
名
』
に
基
づ
い
て
考
察
し
て
お
り
、

「
衣
裳
」
は
服
の
総
称
で
は
な
く
、
「
衣
」
は
上
着
で
「
裳
」
は
下
着
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
ま
た
「
橋
」
は
短
衣
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
叩
）

O

前
掲
の
賜
律
に
見
え
る
「
官
衣
裳
」
は
官
員
が
着
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
川
）

O

二
八
三
簡
と
二
八
四
簡
が
規
定
す
る
贈
捲
の
等

級
を
整
理
す
る
と
、
次
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

千
石

衣
・
橋
・
官
衣
・
官
裳

郡
尉

衣
・
官
裳

千
石
か
ら
六
百
石

官
衣

漢
晋
に
お
け
る
贈
賄
制
度
に
つ
い
て
（
劉

t
E
i
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こ
の
表
を
見
る
と
、
二
千
石
の
官
員
に
対
す
る
贈
櫨
は
一
通
り
揃
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
郡
尉
や
千
石
か
ら
六
百
石
に
至
る
官
員
に
贈
る

服
は
す
べ
て
が
揃
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
小
数
や
副
葬
の
際
に
は
、
官
員
の
親
族
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
服
が
揃
え
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
二
年
律
令
賜
律
二
九

O
簡
に
、

諸
当
賜
、
官
母
其
物
者
、
以
平
買
（
債
）
予
銭
。

と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
実
際
に
は
二
八
三
簡
・
二
八
四
簡
に
規
定
さ
れ
る
実
物
の
服
の
代
わ
り
に
、
そ
れ
に
相
当
す
る
銭
を
贈
る
こ
と
も
許

さ
れ
て
い
た
。
賜
律
に
は
賜
与
の
服
の
寸
法
と
素
地
に
つ
い
て
は
っ
き
り
限
定
さ
れ
て
い
る
2
た
め
、
服
の
代
わ
り
に
銭
で
渡
す
場
合
に
お

い
て
も
そ
の
額
、
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。

二
八
三
簡
・
二
八
四
簡
に
は
、
被
の
ほ
か
、
棺
の
贈
与
も
一
記
し
て
い
る
。
儒
家
経
典
に
は
、
喪
葬
儀
礼
に
お
け
る
棺
の
贈
与
を
言
及
し
て

い
な
い
。
つ
ま
り
、
棺
は
凶
礼
に
定
め
ら
れ
た
贈
賄
の
範
曜
に
入
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
二
年
律
令
の
賜
律
は
官
員
の
秩
に
応
じ
た
額

の
捲
を
贈
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
が
、
ほ
か
の
賠
縛
の
制
度
は
未
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。

景
帝
中
元
二
年
（
前
一
四
八
）
、
諸
侯
王
と
列
侯
の
事
務
に
関
連
す
る
詔
が
公
布
さ
れ
、
そ
の
中
で
賠
贈
の
贈
与
に
つ
い
て
言
及
し
て
い

る
。
そ
の
内
容
は
、
『
漢
書
』
巻
五
景
帝
紀
に
、

（
中
元
）
二
年
春
二
月
、
令
諸
侯
王
亮
、
列
侯
初
封
及
之
園
、
大
鴻
臆
奏
誼
・
謀
・
策
。
列
侯
嘉
及
諸
侯
太
侍
初
除
之
官
、
大
行
奏
論

・
諒
・
策
。
王
亮
、
遺
光
禄
大
夫
弔
縫
桐
贈
、
視
喪
事
、
因
立
嗣
子
。
列
侯
嘉
、
遣
太
中
大
夫
弔
洞
、
視
喪
事
、
因
立
嗣
。

と
あ
り
、
そ
の
顔
師
古
注
に
、

応
勧
目
、
衣
服
田
被
。
洞
、
飲
食
由
。
車
馬
日
賠
。

と
あ
る
。
中
元
二
年
詔
に
は
槍
の
み
な
ら
ず
、
賠
の
贈
与
も
一
記
し
て
い
る
。
こ
こ
に
見
え
る
賄
は
車
馬
を
用
い
て
送
葬
を
助
け
る
贈
与
で
あ

る
。
中
元
二
年
詔
の
主
旨
は
、
諸
侯
王
と
列
侯
が
亡
く
な
っ
た
際
の
諸
事
務
と
そ
れ
ら
を
処
理
す
る
官
員
を
規
定
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の

中
に
諸
侯
王
に
対
す
る
捻
・
賠
の
贈
与
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
元
二
年
詔
で
は
被
・
賠
の
基
準
に
つ
い
て
は
全
く
見
ら
れ
ず
、

っ“
円

i



た
だ
光
禄
大
夫
に
諸
侯
王
に
対
し
て
被
・
賠
の
贈
与
を
行
わ
せ
る
こ
と
の
み
が
見
ら
れ
る
。

以
上
で
は
二
年
律
令
の
賜
律
と
景
帝
中
元
二
年
詔
に
見
え
る
賠
賭
に
関
わ
る
規
定
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
賜
律
に
は
贈
槍
の
基
準
以
外
、

ほ
か
の
贈
贈
の
内
容
に
対
す
る
条
文
は
全
く
見
え
な
い
。
中
元
二
年
詔
は
た
だ
諸
侯
王
の
喪
葬
事
務
を
扱
う
官
員
に
関
し
て
記
す
の
み
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
法
令
に
は
、
後
代
の
賠
賭
制
度
の
中
で
普
遍
的
に
行
わ
れ
た
賜
（
車
馬
）
と
縛
（
財
貨
）
の
贈
与
は
未
だ
現
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
死
者
に
車
馬
と
財
貨
を
与
え
る
記
事
も
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
漢
代
の
前
半
期
に
は
、
国
家
か

ら
の
贈
賄
・
贈
縛
の
制
度
は
未
だ
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（

2
）
 

二
千
石
に
対
す
る
鱒
の
故
事

時
は
財
貨
に
よ
っ
て
喪
家
を
扶
助
す
る
も
の
で
あ
り
、
歴
代
の
賠
贈
制
度
の
中
で
も
す
べ
て
の
官
員
を
対
象
と
し
た
最
も
普
遍
的
な
も
の

で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
前
漢
の
前
半
期
に
は
官
員
に
対
す
る
贈
贈
の
制
度
は
未
だ
成
立
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
宣
帝
・
元
帝
期
に

な
る
と
、
亡
く
な
っ
た
二
千
石
・
中
二
千
石
の
官
員
に
対
す
る
銭
百
万
に
相
当
の
贈
賄
の
例
が
幾
っ
か
見
ら
れ
る
。
『
漢
書
』
巻
七
六
す
翁

師
伝
に
は
、

元
康
四
年
（
前
六
二
）
、
（
す
翁
揖
）
病
卒
。
家
無
徐
財
、
天
子
賢
之
、
制
詔
御
史
、
「
（
中
略
）
其
賜
翁
錦
子
黄
金
百
斤
、
以
奉
其
祭

嗣」。

と
あ
る
。
す
翁
障
は
も
と
も
と
宣
帝
期
に
お
け
る
扶
風
太
守
（
二
千
石
）
で
あ
り
、
彼
が
死
ん
だ
際
、
経
済
的
に
貧
窮
し
て
い
た
た
め
、
宣

帝
は
百
斤
の
黄
金
を
彼
の
子
に
贈
与
し
て
い
る
。
官
一
帝
期
に
定
め
ら
れ
た
黄
金
と
銭
の
交
換
比
率
で
は
、
一
斤
の
黄
金
が
一
万
銭
に
相
当
す

る（口）
O

す
な
わ
ち
、
予
翁
請
の
子
に
賜
与
さ
れ
た
百
斤
の
黄
金
は
、
お
よ
そ
銭
百
万
に
当
る
。
ま
た
、
『
漢
書
』
巻
八
八
欧
陽
生
伝
に
、

元
帝
即
位
、
（
欧
陽
）
地
飴
侍
中
、
貴
幸
至
少
府
、
戒
其
子
日
、
「
我
死
、
官
属
即
送
汝
財
物
、
慎
母
受
。
汝
九
卿
儒
者
子
孫
、
以
廉

繋
著
、
可
以
自
成
」
。
及
地
飴
死
、
少
府
官
属
共
送
数
百
万
、
其
子
不
受
。
天
子
聞
而
嘉
之
、
賜
銭
百
万
。

漢
晋
に
お
け
る
賠
縛
制
度
に
つ
い
て
（
劉
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と
あ
る
。
欧
陽
生
の
子
孫
で
あ
る
欧
陽
地
飴
は
中
二
千
石
の
少
府
卿
で
あ
り
、
彼
が
言
う
「
官
属
」
は
少
府
の
属
官
の
意
味
で
あ
る
。
欧
陽

地
徐
の
息
子
は
彼
の
遺
言
に
従
っ
て
、
少
府
の
属
官
た
ち
が
贈
っ
た
数
百
万
の
銭
を
受
け
な
か
っ
た
。
元
帝
は
こ
の
行
為
を
表
彰
す
る
た
め
、

あ
え
て
銭
百
万
を
賜
与
し
た
。
息
子
を
戒
め
る
地
徐
の
遺
言
の
中
で
は
、
皇
帝
や
国
家
か
ら
与
え
ら
れ
る
財
物
に
は
言
及
し
て
い
な
い
た
め
、

当
時
、
皇
帝
や
国
家
か
ら
の
財
物
（
縛
）
の
贈
与
は
未
だ
制
度
と
し
て
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、
『
漢
書
』
巻

七
二
貢
再
伝
に
、

為
御
史
大
夫
数
月
卒
、
天
子
賜
銭
百
万
。

と
あ
る
。
御
史
大
夫
（
中
二
千
石
）
の
貢
再
が
死
亡
し
た
際
、
元
帝
も
銭
百
万
を
賜
与
し
て
い
る
。
ヰ
ア
翁
腸
・
欧
陽
地
飴
・
貢
再
に
対
す
る

金
銭
の
贈
与
は
制
度
に
規
定
さ
れ
た
贈
で
は
な
く
、
一
時
的
な
帝
賜
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
次
の
『
後
漢
書
』
巻
コ
二
羊
続
伝
か
ら
そ

の
よ
う
な
帝
賜
は
結
局
二
千
石
の
官
員
に
対
す
る
購
の
基
準
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

（
前
略
）
而
徴
為
太
常
、
未
及
行
、
会
病
卒
、
時
年
四
十
八
。
遺
言
薄
飲
、
不
受
贈
遣
。
旧
典
、
二
千
石
卒
官
、
賭
百
万
。

邪
義
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
見
え
る
「
旧
典
」
は
漢
代
の
故
事
で
あ
る
（
U

）0

漢
代
の
故
事
は
漢
代
に
お
い
て
皇
帝
側
や
各
官
署

で
形
成
さ
れ
た
慣
例
で
あ
る
。
上
記
の
史
料
か
ら
、
漢
代
に
お
け
る
二
千
石
の
官
員
に
銭
百
万
の
贈
を
贈
与
す
る
故
事
が
存
在
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
鎌
田
重
雄
氏
は
前
掲
の
『
後
漢
書
』
に
お
け
る
二
千
石
に
対
す
る
贈
贈
の
故
事
と
元
帝
に
よ
り
欧
陽
地
徐
に

贈
ら
れ
た
銭
百
万
の
縛
と
は
関
係
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
さ
。
欧
楊
地
飴
の
例
以
外
の
、
弔
ア
翁
蹄
や
貢
再
に
対
す
る
銭
百
万
に
相
当

す
る
贈
も
一
時
的
な
帝
賜
で
あ
る
の
で
、
筆
者
は
『
後
漢
書
』
に
見
え
る
「
二
千
石
卒
官
、
賭
百
万
」
の
故
事
は
宣
帝
・
元
帝
期
の
二
千
石

に
対
す
る
贈
鱒
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
故
事
で
あ
る
と
考
え
る
。
寅
瀬
薫
雄
氏
は
漢
代
に
お
け
る
故
事
の
形
成
が
、
一
度
の
行
為
↓
先
例
↓

条
文
化
さ
れ
た
故
事
、
の
よ
う
な
三
段
階
を
経
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
児
）

0

宣
帝
・
元
帝
期
に
お
け
る
二
千
石
に
対
す
る
銭
百
万
の
賜
は

未
だ
こ
の
一
度
の
行
為
の
段
階
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
前
掲
の
ヰ
ア
翁
婦
は
二
千
石
で
あ
り
、
欧
陽
地
飴
・
貢
再
及
び
後
漢
の
羊
続
は
中
二
千
石
で
あ
り
、
彼
ら
に
贈
与
さ
れ
た
贈
は
す
べ

て
銭
百
万
に
当
る
た
め
、
二
千
石
に
対
す
る
贈
縛
の
故
事
は
二
千
石
と
中
二
千
石
を
含
ん
で
い
た
と
推
定
で
き
る
。
『
後
漢
書
』
羊
続
伝
に
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後
漢
で
も
二
千
石
に
銭
百
万
の
贈
を
贈
与
す
る
と
い
う
基
準
が
依
然
と
し

お
い
て
、
前
漢
の
故
事
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

て
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
を
整
理
す
る
と
、
前
漢
の
宣
帝
・
元
帝
期
に
死
亡
し
た
二
千
石
官
員
に
対
し
銭
百
万
に
相
当
す
る
贈
の
賜
与
が
行
わ
れ
た
例
が
幾
っ

か
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
時
的
な
帝
賜
は
次
第
に
二
千
石
に
対
す
る
贈
贈
の
基
準
に
関
す
る
故
事
と
な
っ
て
い
た
。

（

3
）
 

霊
光
故
事
に
見
え
る
贈
賄

贈
賄
は
凶
礼
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
宣
帝
以
降
に
お
い
て
儒
家
思
想
の
影
響
力
が
拡
大
す
る
と
と
も
に
喪
葬
儀
礼
に
お
け
る
贈

賄
の
贈
与
も
発
展
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
の
『
漢
書
』
巻
六
八
塞
光
伝
に
見
え
る
宣
帝
期
の
一
塞
光
に
対
す
る
賠
鱒
の
内
容
は
非

常
に
よ
く
整
っ
た
も
の
で
あ
る
。

光
嘉
、
上
及
皇
太
后
親
臨
光
喪
。
太
中
大
夫
任
宣
与
侍
御
史
五
人
持
節
護
喪
事
。
中
二
千
石
治
莫
府
塚
上
。
賜
金
銭
・
締
紫
・
繍
被
百

領
、
衣
五
十
優
、
壁
珠
磯
玉
衣
、
梓
宮
・
便
房
・
黄
腸
題
湊
各
一
具
、
縦
木
外
戚
梓
十
五
具
、
東
園
温
明
、
皆
如
乗
輿
制
度
。
載
光
戸

枢
以
瞳
鞍
車
、
黄
屋
左
憲
、
発
材
官
・
軽
車
・
北
軍
五
校
士
軍
陳
至
茂
陵
、
以
送
其
葬
。

こ
こ
に
見
え
る
「
紺
袈
」
は
服
の
材
料
の
紺
吊
や
糸
綿
、
或
い
は
輸
相
や
裂
で
作
ら
れ
る
服
を
指
し
て
お
り
、
被
に
属
す
る
。
ま
た
、
韓
較
車

は
出
棺
に
お
い
て
亡
骸
を
載
せ
て
埋
葬
地
に
運
ぶ
喪
車
で
あ
り
、
賠
に
属
す
る
。
い
ま
、
震
光
に
対
す
る
賠
贈
を
整
理
す
る
と
、
次
の
表
の

よ
う
に
な
る
。

A
E
 

壁
・
珠
磯
（
げ
）

被

縛
袈
・
繍
被
百
領
・
衣
五
十
箆

・
玉
衣

主IR専

回
目

組
鞍
車
・
黄
屋
左
震

漢
晋
に
お
け
る
賠
贈
制
度
に
つ
い
て
（
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史
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右
の
表
か
ら
は
、
震
光
に
与
え
ら
れ
た
賠
贈
が
極
め
て
豪
者
な
も
の
で
あ
り
、
『
儀
礼
』
や
『
礼
記
』
に
－
記
さ
れ
た
四
つ
の
賠
贈
の
形
式

が
す
べ
て
見
ら
れ
る
。
漢
代
に
お
け
る
震
光
の
特
殊
な
地
位
を
踏
ま
え
る
と
、
そ
れ
ら
の
贈
賄
は
至
上
の
殊
遇
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
の
『
漢
書
』
巻
九
八
元
后
伝
に
見
え
る
玉
音
・
王
商
の
記
事
（
成
帝
期
）
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
殊
遇
は
結
局
重
臣
へ
の
贈
与
の
故
事
と

な
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

王
氏
爵
位
日
盛
、
唯
（
王
）
音
為
修
整
、
数
諌
正
、
有
忠
節
、
輔
政
八
年
、
亮
。
弔
贈
知
大
将
軍
、
誼
日
敬
侯
。
（
中
略
）
（
主
）
商

嘉
、
弔
贈
如
大
将
軍
故
事
、
論
日
景
成
侯
。

震
光
が
大
司
馬
・
大
将
軍
な
ど
の
要
職
を
歴
任
し
、
博
陸
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
た
め
、
一
塞
光
に
関
す
る
故
事
は
ま
た
大
司
馬
故
事
・
大
将
軍

故
事
・
博
陸
侯
故
事
な
ど
と
称
さ
れ
る
。
元
后
伝
に
見
え
る
「
大
将
軍
故
事
」
と
は
す
な
わ
ち
、
一
審
光
故
事
の
こ
と
で
あ
る
。
前
掲
の
塞
光

伝
の
記
事
は
、
そ
の
一
審
光
故
事
の
具
体
的
な
内
容
で
あ
ろ
う
。

塞
光
故
事
に
は
、
物
品
の
贈
与
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
儀
礼
も
含
ま
れ
て
い
る
。
前
掲
の
一
憲
光
伝
に
見
え
る
「
護
喪
事
」
は
太
中
大

夫
と
侍
御
史
に
よ
っ
て
喪
葬
の
過
程
や
儀
礼
が
監
督
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
、
喪
葬
儀
礼
の
進
行
や
贈
賄
の
贈
与
な
ど
の
場

合
、
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
儀
礼
に
も
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
扇
雀
光
伝
に
見
え
る
「
発
材
官
・
軽
車
・
北
軍
五
校
士
軍
陳
至
茂

陵
、
以
送
其
葬
」
の
送
葬
の
礼
は
、
震
光
故
事
に
お
け
る
重
要
な
一
部
分
で
あ
り
、
後
漢
に
は
依
然
と
し
て
出
棺
の
際
の
故
事
と
し
て
参
照

さ
れ
て
い
た
。
『
後
漢
書
』
巻
一
六
部
鷲
伝
に
載
せ
る
郵
鷺
の
兄
で
あ
る
郵
弘
の
記
事
に
、

元
初
二
年
（
二
五
）
（
郵
）
弘
卒
。
（
中
略
）
将
葬
、
有
司
復
奏
発
五
営
軽
車
騎
士
、
礼
儀
如
震
光
故
事
。

と
あ
る
。
以
上
の
検
討
に
よ
り
、
喪
葬
に
関
す
る
一
塞
光
故
事
の
内
容
は
、
礼
と
物
の
二
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
た
。
実
態
面
を
見
れ
ば
、
漢
代
に
は
塞
光
故
事
に
定
め
ら
れ
た
礼
と
物
を
得
る
人
物
は
非
常
に
少
な
く
、
主
に
輔
政
や
開
国
の

重
臣
で
あ
る
き
。
よ
っ
て
、
そ
こ
に
見
え
る
喪
葬
儀
礼
や
贈
賄
物
品
が
漢
代
に
お
け
る
最
高
級
の
礼
遇
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

p
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丞
相
故
事
に
見
え
る
贈
鱒

前
漢
の
成
帝
期
に
は
、
丞
相
に
対
す
る
賠
縛
の
贈
与
も
整
備
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
故
事
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

次
の
『
漢
書
』
巻
八
回
程
方
進
伝
に
、

方
進
即
日
自
殺
。
上
秘
之
、
遣
九
卿
冊
贈
以
丞
相
高
陵
侯
印
綬
、
賜
乗
輿
秘
器
、
少
府
供
張
、
柱
欄
皆
衣
素
。
天
子
親
臨
弔
者
数
至
、

礼
・
賜
異
於
官
相
故
事
。

と
あ
り
、
そ
の
顔
師
古
注
に
、

師
古
目
、
「
『
漢
旧
儀
』
云
、
丞
相
有
疾
、
皇
帝
法
駕
親
至
問
疾
、
従
西
門
入
。
即
亮
、
移
居
第
中
、
車
駕
往
弔
、
賜
棺
・
棺
数
具
、

賜
銭
・
葬
地
。
葬
目
、
公
卿
己
下
会
葬
駕
」

と
あ
る
お
）

O

程
方
進
伝
に
見
え
る
「
官
相
故
事
」
は
ほ
か
の
一
般
的
な
丞
相
に
対
す
る
故
事
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
喪
葬
に
関
わ
る
丞
相
故
事

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
考
え
る
と
、
丞
相
の
喪
葬
に
お
け
る
各
事
務
は
当
時
す
で
に
故
事
に
従
う
と
い
う
形
で
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ

う
。
程
方
進
は
成
帝
緩
和
二
年
（
前
七
）
に
自
殺
し
た
の
で
、
そ
の
丞
相
故
事
は
遅
く
と
も
成
帝
期
に
は
成
立
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

顔
師
古
注
が
引
用
す
る
『
漢
旧
儀
』
の
記
事
は
丞
相
に
対
す
る
喪
葬
の
故
事
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
そ
の
丞
相
故
事
の
内
容
で
あ
る
。
そ
の
内

容
に
は
、
銭
の
贈
賄
が
見
ら
れ
る
が
、
具
体
的
な
額
が
残
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
漢
代
の
故
事
は
前
代
の
先
例
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
た
め
、
当
時
先
例
の
額
に
従
う
贈
賄
の
基
準
も
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
皇
帝
が
程
方
進
に
賜
与
し
た
「
乗
輿
」
は
賠
に
属
す
る
が
、
賜
は
「
｛
己
相
故
事
」
に
は
見
え
な
い
。
程
方
進
に
対
す
る
賠
は
、
「
｛
巳

相
故
事
」
と
は
別
に
加
え
て
賜
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
般
の
丞
相
に
対
す
る
賠
贈
の
故
事
に
は
贈
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
前

漢
に
お
け
る
賭
の
贈
与
の
実
例
は
極
め
て
少
な
く
、
上
述
の
震
光
と
程
方
進
以
外
で
は
孔
光
に
対
す
る
賠
の
贈
与
が
見
え
る
の
み
で
あ
る
。

『
漢
書
』
巻
八
一
孔
光
伝
に
、

光
年
七
十
、
元
始
五
年
（
五
）
嘉
。
葬
白
太
后
、
使
九
卿
策
贈
以
太
師
博
山
侯
印
綬
、
賜
乗
輿
秘
器
、
金
銭
雑
吊
。
（
中
略
）
載
以
乗

漢
晋
に
お
け
る
賠
贈
制
度
に
つ
い
て
（
劉

月

i
月

i
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輿
瞳
鞍
及
副
各
一
乗
。

と
あ
る
。
孔
光
は
要
職
を
歴
任
し
、
二
度
丞
相
を
担
当
し
た
人
物
で
、
最
終
的
に
は
自
ら
職
を
辞
し
て
王
葬
の
勢
を
避
け
て
い
た
。
そ
の
た

め
、
孔
光
に
対
す
る
賠
縛
の
等
級
は
一
般
的
な
丞
相
よ
り
高
い
。
程
方
進
・
孔
光
の
身
分
を
見
る
と
、
彼
ら
に
対
す
る
賠
の
贈
与
は
特
例
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
を
整
理
す
る
と
、
前
漢
成
帝
期
に
は
丞
相
の
喪
葬
各
事
務
は
す
で
に
故
事
と
し
て
制
度
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
贈
の
基
準
を

含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
特
例
の
場
合
、
贈
に
加
え
て
賠
の
贈
与
も
行
わ
れ
た
。

（

5
）
 

後
漢
の
眉
鱒
制
度

杉
本
憲
司
氏
は
後
漢
の
史
料
に
見
え
る
贈
の
実
例
を
集
め
、
後
漢
で
は
官
員
に
対
す
る
明
確
な
贈
賄
の
基
準
が
形
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
お

お
よ
そ
二
千
石
以
下
・
中
二
千
石
及
び
万
石
の
三
つ
の
等
級
が
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
前
漢
の
貯
が
銭
、
だ
け
で
あ
る
の

に
対
し
、
氏
は
後
漢
に
お
い
て
は
銭
以
外
、
す
な
わ
ち
織
物
や
穀
物
も
合
わ
せ
て
贈
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

8
0
た
だ
し
、

次
の
史
料
か
ら
、
後
漢
に
お
け
る
銭
・
織
物
・
穀
物
の
組
み
合
わ
せ
は
統
一
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
後
漢
書
』
巻

八
一
温
序
伝
に
、

光
武
闇
市
怜
之
、
命
（
王
）
忠
送
葬
到
洛
陽
、
賜
城
傍
為
家
地
，
縛
穀
千
斜
、
鎌
五
百
匹
。
除
三
子
為
郎
中
。

と
あ
り
、
『
後
漢
書
』
巻
一

O
上
光
武
郭
皇
后
紀
に
、

以
太
牢
具
上
郭
主
家
，
賜
粟
万
斜
，
銭
五
十
万
。

と
あ
り
、
『
後
漢
書
』
巻
二
六
章
彪
伝
に
、

永
元
元
年
（
八
九
）
卒
、
詔
、
「
（
中
略
）
其
賜
銭
二
十
万
、
布
百
匹
、
穀
三
千
餅
」

と
あ
る
。
以
上
の
史
料
に
銭
・
織
物
・
穀
物
の
さ
ま
ざ
ま
な
組
み
合
わ
せ
が
見
え
る
た
め
、
後
漢
の
贈
縛
の
内
容
が
未
だ
定
め
ら
れ
て
い
な
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か
っ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
ま
た
、
前
掲
の
『
後
漢
書
』
羊
続
伝
「
旧
典
、
二
千
石
卒
官
、
鱒
百
万
」
は
、
後
漢
に
お
け
る
贈
の
贈
与
が

前
漢
の
故
事
を
参
照
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
内
容
を
整
理
す
る
と
、
後
漢
に
お
け
る
、
官
員
に
対
す
る
贈
縛
の
基
準
は
明
確
で
は
な
い
が
、
三
つ
の
等
級
が
存
在
し
て
お
り
、

貯
の
贈
与
は
依
然
と
し
て
前
漢
の
故
事
を
参
照
し
、
銭
・
織
物
・
穀
物
を
組
み
合
わ
せ
て
贈
与
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

前
掲
の
景
帝
中
元
二
年
詔
は
諸
侯
王
に
対
す
る
栓
・
賠
の
贈
与
に
言
及
し
て
い
る
が
、
前
漢
で
は
諸
侯
王
に
対
す
る
贈
縛
の
基
準
は
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
後
漢
に
は
そ
の
基
準
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。
『
後
漢
書
』
巻
四
二
中
山
簡
王
駕
伝
に
、

自
中
興
至
和
帝
時
、
皇
子
始
封
亮
者
、
皆
賭
銭
三
千
万
・
布
三
万
匹
。
嗣
王
嘉
、
贈
銭
千
万
・
布
万
匹
。

と
あ
り
、
『
後
漢
書
』
巻
五
五
済
北
恵
王
寿
伝
に
、

自
永
初
巳
後
、
戎
秋
叛
乱
、
国
用
不
足
、
始
封
王
亮
、
減
賜
銭
為
千
万
、
布
万
匹
。
嗣
王
亮
、
五
百
万
、
布
五
千
匹
。

と
あ
る
。
以
上
の
史
料
に
よ
る
と
、
後
漢
に
お
け
る
初
代
諸
侯
王
に
対
す
る
贈
贈
は
、
永
初
以
前
に
は
銭
三
千
万
・
布
三
万
匹
で
あ
り
、

嗣
王
に
対
す
る
贈
賄
は
銭
千
万
・
布
万
匹
で
あ
っ
た
。
永
初
以
降
、
国
家
支
出
の
激
増
に
伴
い
、
初
代
諸
侯
王
の
贈
賄
は
千
万
銭
・
布
万
匹

と
な
り
、
嗣
王
の
贈
贈
は
五
百
万
銭
・
布
五
千
匹
と
な
っ
て
い
た
。
中
山
簡
王
駕
伝
に
お
け
る
「
皆
縛
」
と
い
う
表
現
を
見
る
と
、
後
漢
に

お
い
て
王
に
対
す
る
贈
賄
は
必
ず
し
も
法
令
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
基
準
は
故
事
の
形
で
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が

高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
漢
代
の
賜
縛
制
度
を
検
討
し
て
き
た
。
前
漢
宣
帝
期
よ
り
前
に
贈
賄
の
贈
与
に
関
す
る
二
年
律
令
と
中
元
二
年
詔
が
現
れ
た
が
、

そ
れ
ら
に
は
贈
賠
・
贈
賄
の
制
度
が
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
法
令
の
形
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
贈
賄
の
基
準
は
、
そ

の
後
の
漢
代
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
存
在
が
確
認
で
き
な
い
。
宣
帝
以
降
、
二
千
石
・
丞
相
・
諸
侯
王
な
ど
に
与
え
ら
れ
る
贈
賄
は
主
に
故
事

の
形
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
宣
帝
、
特
に
元
帝
期
に
お
い
て
儒
教
の
国
教
化
（
む
と
と
も
に
、
儒
家
儀
礼
が
さ
ら
に
重
視
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
。
当
時
、
儒
家
凶
礼
は
現
実
の
喪
葬
に
も
強
い
影
響
を
与
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
凶
礼
に
規
定
さ
れ
る

贈
賄
は
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
徐
々
に
贈
与
の
伝
統
が
形
成
さ
れ
、
さ
ら
に
故
事
の
形
で
参
照
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

漢
晋
に
お
け
る
贈
賄
制
度
に
つ
い
て
（
劉

ハ可
U

門

i
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従
っ
て
、
官
一
帝
以
降
の
賠
縛
の
贈
与
は
後
に
故
事
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

贋
瀬
薫
雄
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
漢
代
の
故
事
は
帝
室
や
各
官
暑
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
内
部
規
定
と
し
て
の

役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
そ
れ
は
常
に
一
度
の
行
為
を
前
提
と
し
て
形
成
さ
れ
た
慣
例
で
あ
り
、
国
家
が
統
一
的
に
制
定
し
た
法
典
で
は
な

か
っ
た
き
o

以
上
の
検
討
よ
り
、
賠
贈
の
基
準
に
関
す
る
漢
代
の
故
事
は
、
二
千
石
・
丞
相
・
諸
侯
王
な
ど
の
喪
葬
儀
礼
の
現
場
に
お
い
て

形
成
さ
れ
た
贈
与
に
つ
い
て
の
慣
例
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

西

晋

の

娼

購

制

度

三
国
時
代
に
お
け
る
贈
鱒
の
例
は
極
め
て
少
な
く
、
当
時
の
賠
贈
制
度
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
西
晋
に
な
る
と
、

法
律
や
制
度
の
整
備
と
と
も
に
、
賠
縛
制
度
も
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
。
本
節
で
は
西
晋
の
贈
賄
制
度
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

80-
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『
晋
書
』
に
見
え
る
賠
贈
の
制
度

西
普
の
令
典
に
は
喪
葬
令
と
い
う
篇
目
が
存
在
し
、
そ
の
内
容
は
官
員
の
喪
葬
事
務
に
関
わ
る
令
文
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
晋
令
は
す
で

に
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
こ
の
令
の
内
容
を
つ
ぶ
さ
に
検
討
す
る
の
は
難
し
い
。
張
鵬
一
氏
は
残
さ
れ
た
晋
令
の
侠
文
や
自
身
の
研
究

に
よ
っ
て
、
晋
令
を
全
般
的
に
復
原
し
て
い
る
。
張
氏
が
復
原
し
た
喪
葬
令
に
は
、
官
員
の
賠
贈
を
定
め
る
令
文
（
以
下
「
賠
贈
条
」
と
称

す
）
が
見
え
る
。
そ
の
照
時
条
に
、

三
一
公
・
大
司
馬
・
大
将
軍
嘉
、
天
子
発
哀
子
朝
堂
、
賜
秘
器
・
朝
服
一
具
・
衣
一
襲
・
銭
三
十
万
・
布
百
匹
、
加
論
。

と
あ
る
。
こ
の
「
娼
縛
条
」
は
『
晋
書
』
各
伝
に
基
づ
き
、
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
条
文
と
一
致
し
な
い
『
晋
書
』
の
記
事



が幾つか存在している。そのため、「賠縛条」に関連する史料を網羅的に整理し、西晋の贈賭制度をさらに検討する必

要があると考えられる。『晋書』における賠鱒の贈与に関する記載をまとめると、以下のようになる。
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漢
晋
に
お
け
る
賠
縛
制
度
に
つ
い
て
（
劉
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張
氏
は
「
贈
賄
条
」
の
対
象
を
三
公
・
大
司
馬
・
大
将
軍
に
限
定
し
て
い
る
。
西
晋
に
お
け
る
三
公
は
、
す
な
わ
ち
太
尉
・
司
空
・
司
徒

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
前
掲
の
史
料
に
は
、
大
司
馬
・
大
将
軍
の
職
を
持
っ
て
い
る
官
員
が
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
三
公
の
ほ
か
、
太
宰
・

太
侍
・
太
保
・
標
騎
将
軍
・
尚
書
僕
射
・
征
南
大
将
軍
・
尚
書
令
な
ど
の
官
員
も
「
賠
贈
条
」
の
贈
与
を
得
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
張
氏
が

復
原
し
た
「
贈
賄
条
」
の
対
象
は
、
必
ず
し
も
確
か
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

前
掲
の
表
に
見
え
る
太
宰
・
太
侍
・
太
保
の
官
職
は
、
西
晋
に
お
い
て
は
三
公
・
大
司
馬
・
大
将
軍
と
と
も
に
「
八
公
」
と
呼
ば
れ
（
包
、

す
べ
て
晋
官
品
の
第
一
品
に
属
す
る
。
ま
た
、
王
沈
・
虚
欽
・
羊
砧
・
萄
闘
は
生
前
に
は
、
第
一
品
の
官
職
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
死

後
に
は
第
一
品
の
贈
官
を
賜
与
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
少
府
卿
の
侯
史
光
に
対
す
る
贈
官
に
つ
い
て
は
、
『
晋
書
』
に
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め

確
認
で
き
な
い
。
亡
く
な
っ
た
官
員
に
贈
る
贈
官
は
、
常
に
喪
葬
儀
礼
や
賠
贈
物
品
の
等
級
標
準
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
贈
官
が
確

認
で
き
な
い
侯
史
光
を
除
け
ば
、
「
賠
賭
条
」
の
よ
う
な
贈
与
を
得
た
官
員
は
す
べ
て
一
品
の
官
職
或
い
は
贈
官
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、



「
賠
鱒
条
」
に
限
定
さ
れ
る
賠
鱒
の
対
象
は
、
一
品
官
員
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

張
氏
は
「
賠
瞬
時
条
」
の
規
定
を
晋
喪
葬
令
の
令
文
と
し
て
復
原
し
て
い
る
。
前
掲
の
史
料
に
お
け
る
賠
縛
の
数
量
は
少
し
異
な
っ
て
い
る

が
、
そ
れ
ら
の
記
録
の
構
造
や
内
容
は
「
賠
時
条
」
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
上
述
し
た
官
員
に
対
す
る
賠
贈
は
、
「
賠
縛
条
」

の
よ
う
な
規
定
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
前
掲
の
表
に
あ
る
よ
う
に
贈
賄
の
実
例
と
し
て
初
め
て
見
え
る
の
は
泰
始
二
年
の
王
沈
に
対
す
る
贈
与
で
あ
る
。
晋
泰
始
律
令

は
泰
始
四
年
に
公
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
泰
始
二
年
の
王
沈
に
対
す
る
賠
鱒
は
そ
の
喪
葬
令
を
参
照
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、

泰
始
令
は
全
面
的
に
漢
貌
の
法
令
を
ま
と
め
、
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
漢
代
に
お
け
る
賠
贈
の
贈
与
は
主
に
故
事

に
従
い
、
「
娼
縛
条
」
の
よ
う
な
法
令
に
従
っ
た
贈
与
の
構
造
は
ま
っ
た
く
見
出
せ
な
い
。
そ
の
た
め
、
「
賭
縛
条
」
を
喪
葬
令
の
条
文
と

す
る
復
原
は
妥
当
な
も
の
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
復
原
に
は
以
上
の
よ
う
な
問
題
点
が
存
在
す
る
の
で
、
以
下
で
は
「
賠
縛
条
」
の
法
的
な
形
式
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
賠
贈
を
受

け
る
者
の
身
分
を
見
る
と
、
ほ
と
ん
ど
一
品
官
員
で
あ
っ
た
。
前
掲
の
史
料
に
見
え
る
「
賠
鱒
条
」
の
よ
う
な
賠
贈
を
受
け
た
最
も
早
い
例

は
、
泰
始
二
年
に
死
亡
し
た
王
沈
で
あ
る
。
王
沈
は
幾
つ
か
の
要
職
に
任
じ
ら
れ
、
死
亡
し
た
後
、
司
空
の
贈
官
を
与
え
ら
れ
た
。
王
沈
は

初
め
て
死
亡
し
た
一
品
官
員
で
あ
る
の
で
、
彼
に
対
す
る
賠
贈
は
あ
る
程
度
そ
の
後
の
一
品
官
員
に
対
す
る
照
時
の
慣
例
に
な
り
、
結
局
故

事
と
な
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
西
晋
の
故
事
の
制
定
に
つ
い
て
『
唐
六
典
』
巻
六
刑
部
尚
書
郎
中
員
外
郎
条
に
、

晋
貰
充
等
撰
律
令
、
兼
剛
定
当
時
制
詔
之
条
、
為
故
事
三
十
巻
、
与
律
令
並
行
。

と
あ
る
。
西
晋
の
故
事
は
当
時
の
制
詔
に
基
づ
い
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
泰
始
三
年
に
そ
の
編
纂
事
業
が
完
成
し
、
泰
始
四
年
正
月

に
律
典
・
令
典
と
と
も
に
公
布
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
故
事
は
泰
始
三
年
以
前
の
制
詔
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前

掲
の
史
料
に
見
え
る
一
品
官
員
に
対
す
る
贈
鱒
の
記
録
の
内
容
は
互
い
に
似
て
お
り
、
ま
た
、
王
祥
・
表
秀
な
ど
の
賠
縛
の
記
事
は
詔
か
ら

引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
詔
の
様
式
は
南
朝
ま
で
存
続
し
て
い
る
。
『
梁
書
』
巻
二
二
哀
昂
伝
に
、

大
同
六
年
（
五
四

O
）
薬
、
時
年
八
十
。
詔
目
、
「
（
前
略
）
給
東
園
秘
器
・
朝
服
一
具
・
衣
一
襲
・
銭
二
十
万
・
絹
布
一
百
疋
・
蝋

漢
普
に
お
け
る
賠
縛
制
度
に
つ
い
て
（
劉
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東
洋
史
論
集
四
二

二
百
斤
、
即
日
挙
哀
」
。

と
あ
る
。
以
上
に
よ
り
、
前
掲
の
賠
贈
の
記
載
は
実
際
の
詔
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
王
沈
に
対
す
る
賠
鱒
の

記
述
も
詔
か
ら
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
上
述
の
考
察
を
要
約
す
る
と
、
以
下
の
三
点
の
よ
う
に
な
る
。

（

1
）
西
晋
の
故
事
は
主
に
泰
始
三
年
以
前
の
詔
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（

2
）
『
晋
書
』
に
お
け
る
王
沈
に
対
す
る
贈
賄
の
記
録
は
詔
か
ら
引
用
さ
れ
た
と
推
定
で
き
る
。

（

3
）
王
沈
は
泰
始
二
年
に
死
亡
し
、
泰
始
三
年
以
前
に
亡
く
な
っ
た
唯
一
の
一
品
官
員
で
あ
る
。

こ
の
三
点
か
ら
、
筆
者
は
王
沈
に
対
す
る
贈
縛
の
詔
は
泰
始
四
年
に
公
布
さ
れ
た
故
事
に
収
め
ら
れ
、
そ
の
後
一
品
官
員
に
対
す
る
贈
賄

の
基
準
と
な
っ
た
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
「
賜
贈
条
」
の
よ
う
な
規
定
は
、
西
晋
の
喪
葬
令
で
は
な
く
、
故
事
の
形
に
よ
っ
て
存
在
し
て

い
た
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

（

2
）
 

西
晋
に
お
け
る
「
朝
服
一
異
」
・
「
衣
一
襲
」
の
贈
権
制
度
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前
掲
の
賠
贈
の
史
料
に
は
、
縛
と
捻
の
贈
与
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
贈
の
内
容
は
銭
と
織
物
の
二
種
類
を
包
括
し
て
い
る
。
前
節
で
述

べ
た
よ
う
に
、
後
漢
に
お
け
る
鱒
の
贈
与
は
常
に
銭
・
織
物
・
穀
物
を
組
み
合
わ
せ
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、
当
時
こ
の
三
種
類
の
組
み
合
わ

せ
ば
未
だ
統
一
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
西
晋
は
後
漢
以
来
の
贈
の
内
容
を
整
理
し
、
銭
と
織
物
の
贈
与
を
定
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
そ
れ
ら
の
贈
与
に
見
え
る
「
朝
服
一
具
」
・
「
衣
一
襲
」
の
贈
与
は
捻
に
属
す
る
。
し
か
し
、
西
晋
よ
り
前
の
贈
捻
に
は
こ
の
よ

う
な
内
容
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
当
時
儀
礼
の
一
部
と
し
て
の
服
制
に
も
「
朝
服
一
具
」
の
よ
う
な
も
の
も
ま
っ
た
く
見
え
な

い
。
西
晋
以
後
、
「
朝
服
一
具
」
・
「
衣
一
襲
」
の
贈
捻
は
頻
繁
に
行
わ
れ
て
お
り
、
南
北
朝
に
お
け
る
贈
栓
の
内
容
は
こ
れ
ら
の
贈
与
を
主

と
し
て
い
た

g
o
そ
の
た
め
、
「
朝
服
一
具
」
の
服
制
は
如
何
に
し
て
形
成
さ
れ
た
か
、
如
何
に
し
て
「
衣
一
襲
」
と
合
わ
せ
て
西
晋
に
お

け
る
贈
櫨
の
内
容
と
な
っ
た
か
、
な
ど
の
問
題
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



1 

『
朝
服
一
具
」
の
内
容

西
晋
の
贈
後
に
見
え
る
「
朝
服
一
具
」
は
、
当
時
の
服
制
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
西
晋
の
服
制
に
定
め
ら
れ
た
「
朝
服
一
具
」
は

朝
廷
側
に
お
い
て
身
分
の
高
下
を
可
視
的
に
表
示
す
る
常
用
の
服
で
あ
り
、
西
晋
に
お
い
て
初
め
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

8
0
朝
服
は

後
漢
に
お
い
て
す
で
に
現
れ
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
の
記
載
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
次
の
『
続
漢
書
』
志
三

O

輿
服
下
か
ら
、
西
晋
の
朝
服
は
後
漢
以
来
の
栴
服
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

服
衣
、
深
衣
制
。
有
袖
、
随
五
時
色
。
抱
者
、
或
日
周
公
抱
成
王
宴
居
、
故
施
抱
。
『
礼
記
』
「
孔
子
衣
縫
披
之
衣
」
。
縫
披
其
袖
、
合

市
縫
大
之
、
近
今
抱
者
也
。
今
下
至
賎
更
小
史
、
皆
通
制
抱
・
単
衣
・
阜
縁
領
袖
・
中
衣
、
為
朝
服
云
。

『
続
漢
書
』
が
西
晋
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
右
に
見
え
る
「
今
」
が
西
晋
の
こ
と
と
指
す
で
あ
ろ
う
。
朝
服
は
一
つ
の
服
を
指

す
の
で
は
な
く
、
抱
・
単
衣
・
中
衣
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
服
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
ま
た
、
西
晋
の
「
朝
服
一
具
」
の
内
容
に
つ

い
て
は
、
次
の
『
宋
書
』
巻
一
八
礼
志
五
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

朝
服
一
具
、
冠
憤
各
一
、
緯
緋
袖
・
息
縁
中
単
衣
・
領
袖
各
一
領
、
革
帯
・
袷
袴
各
一
、
烏
・
株
各
一
量
、
箸
導
鮪
自
副
。
四
時
朝
服

者
、
加
粋
絹
黄
緋
・
青
緋
・
白
七
緋
抱
単
衣
各
一
領
。
五
時
朝
服
者
、
加
給
白
絹
抱
単
衣
一
領
。

南
朝
宋
の
礼
制
は
基
本
的
に
『
晋
礼
』
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
あ
る
の
で
、
西
晋
の
「
朝
服
一
具
」
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
『
宋
書
』

礼
志
の
記
載
を
参
照
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
朝
服
一
具
」
の
主
体
（
抱
・
単
衣
・
中
衣
）
は
『
続
漢
書
』
輿
服
下
に
見

え
る
朝
服
に
関
す
る
記
載
と
同
じ
で
あ
る
が
、
朝
服
の
ほ
か
に
冠
・
帯
・
局
な
ど
も
含
ん
で
い
る
。

曹
貌
末
年
、
貌
晋
の
壇
代
の
た
め
に
、
晋
王
司
馬
昭
は
新
た
な
国
家
制
度
の
確
立
を
図
り
、
全
面
的
に
漢
代
以
来
の
儀
礼
・
法
律
・
官
制

を
整
理
さ
せ
た
さ
o

そ
の
背
景
を
踏
ま
え
考
え
れ
ば
、
当
時
儀
礼
の
一
部
と
し
て
の
服
制
を
整
理
す
る
際
、
漢
代
以
来
の
抱
服
に
基
づ
き
、

ま
た
服
以
外
の
冠
・
帯
・
烏
な
ど
を
加
え
、
晋
の
「
朝
服
一
具
」
の
服
制
を
定
め
た
と
推
定
で
き
る
。

漢
晋
に
お
け
る
贈
賄
制
度
に
つ
い
て
（
劉
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2 

贈
援
と
し
て
の
「
朝
服
一
具
」

前
掲
し
た
二
年
律
令
の
二
八
三
簡
・
二
八
四
簡
に
よ
る
と
、
前
漢
に
は
二
千
石
か
ら
六
百
石
ま
で
の
官
員
に
対
す
る
贈
櫨
が
存
在
し
て
お

り
、
そ
の
贈
櫨
に
は
「
官
衣
裳
」
が
見
ら
れ
る
。
二
年
律
令
に
見
え
る
「
官
衣
裳
」
は
公
的
な
服
で
あ
る
と
確
認
で
き
る
を
。
史
料
が
不
足

し
て
い
る
た
め
、
前
漢
に
お
け
る
「
官
衣
裳
」
の
具
体
的
な
形
態
や
機
能
な
ど
に
つ
い
て
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
数
衣
と
し
て
の
機
能

を
見
る
と
、
二
年
律
令
に
お
け
る
「
官
衣
裳
」
は
西
晋
の
「
朝
服
一
具
」
の
贈
捻
と
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
西

晋
の
「
朝
服
一
具
」
の
よ
う
な
公
的
な
服
を
国
家
の
贈
機
と
す
る
制
度
は
遅
く
と
も
前
漢
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

上
述
し
た
制
度
面
の
他
に
、
漢
代
か
ら
公
的
な
服
を
数
衣
や
副
葬
の
服
と
す
る
こ
と
が
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
。
漢
代
に
お
け
る
官
員

の
数
衣
や
副
葬
の
服
に
関
す
る
体
系
的
な
史
料
は
欠
け
て
い
る
が
、
考
古
学
資
料
に
は
、
そ
れ
ら
の
服
の
実
態
を
窺
う
手
掛
か
り
が
あ
る
。

武
威
磨
暢
子
漢
墓
に
お
け
る
第
六
二
号
墓
は
王
葬
時
期
の
墓
と
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
墓
か
ら
は
墓
主
の
身
分
を
証
明
で
き
る
も
の
は
発

見
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
副
葬
品
に
基
づ
い
て
、
墓
主
は
生
前
に
高
い
職
を
持
っ
て
い
た
官
員
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
お
）

O

そ
の
墓
主
は
頭
部

に
「
漆
纏
寵
巾
」
と
「
短
耳
屋
形
冠
」
を
か
ぶ
っ
て
お
り
、
体
に
赤
い
抱
を
着
て
い
た
。
そ
の
巾
と
冠
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
、
孫
機

氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
漢
代
の
「
武
弁
大
冠
」
、
す
な
わ
ち
武
官
の
冠
で
あ
る

8
0
墓
主
が
着
用
し
て
い
た
紋
服
は
、
二
年
律
令
の
二
八
三

簡
・
二
八
四
簡
に
見
え
る
そ
れ
ぞ
れ
の
上
着
と
下
着
の
「
官
衣
裳
」
の
形
と
は
全
く
異
な
っ
て
お
り
、
上
着
と
下
着
を
合
わ
せ
る
連
体
の
抱

で
あ
る
お
）

O

前
掲
の
『
続
漢
書
』
輿
服
下
に
見
え
る
朝
服
は
抱
を
主
体
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
武
威
磨
鳴
子
四
九
号
墓
（
後
漢
中
期
）

に
お
け
る
墓
主
の
頭
部
に
は
冠
が
あ
り
、
発
掘
者
は
冠
の
竹
筋
の
形
を
根
拠
と
し
て
そ
の
冠
を
「
進
賢
冠
」
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る

5
0

「
進
賢
冠
」
は
漢
代
で
は
一
般
の
文
官
が
朝
服
と
と
も
に
用
い
て
い
た
冠
で
あ
る

go
六
二
号
と
四
九
号
墓
の
冠
服
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
ら

は
公
的
な
服
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
考
古
学
資
料
に
よ
れ
ば
、
遅
く
と
も
前
漢
の
末
期
か
ら
官
員
は
す
で
に
公
的
な
服
を
着
用
し
て
棺
に
納
め

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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後
漢
に
な
る
と
、
服
制
の
整
備
が
加
え
ら
れ
、
中
に
は
太
皇
太
后
と
皇
太
后
の
死
後
に
朝
服
を
副
葬
す
る
制
度
も
見
え
る
。
『
続
漢
書
』

志
六
礼
儀
志
太
皇
太
后
・
皇
太
后
崩
条
に
、

諸
郊
廟
祭
服
皆
下
便
一
房
。
五
時
朝
服
各
一
襲
在
陵
寝
、
其
齢
及
宴
服
皆
封
以
箆
笥
、
蔵
官
殿
後
閤
室
。

と
あ
る
。
こ
の
史
料
は
太
皇
太
后
と
皇
太
后
が
死
亡
し
て
先
帝
と
合
葬
す
る
場
合
の
副
葬
品
の
内
容
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
中

に
は
陵
寝
に
入
れ
る
「
五
時
朝
服
」
が
あ
る
。
五
時
朝
服
は
『
晋
書
』
巻
二
五
輿
服
志
に
見
え
る
最
も
ラ
ン
ク
の
高
い
朝
服
で
あ
る
さ
。

つ
ま
り
、
後
漢
の
儀
礼
に
は
、
最
も
ラ
ン
ク
の
高
い
朝
服
を
太
皇
太
后
・
皇
太
后
に
対
す
る
副
葬
の
服
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、
『
三
国
志
』
巻
二
八
王
凌
伝
に
は
朝
服
を
着
用
し
て
埋
葬
さ
れ
る
実
例
も
見
え
る
。

乃
発
（
王
）
凌
・
（
令
狐
）
愚
塚
、
剖
棺
、
暴
戸
於
所
近
市
三
日
、
焼
其
印
綬
・
朝
服
、
親
土
埋
之
。

こ
こ
か
ら
、
王
凌
・
令
狐
愚
の
棺
に
は
朝
服
が
納
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
に
見
え
る
「
親
土
」
は
肌
を
直
接
に
土

に
接
触
さ
せ
て
埋
葬
す
る
と
い
う
音
U

味
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
裸
の
葬
で
あ
る
。
王
凌
と
令
狐
愚
が
朝
服
を
焼
か
れ
て
裸
の
葬
を
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
も
と
も
と
こ
の
二
人
は
朝
服
を
着
用
し
て
納
棺
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
様
子
は
磨
鳴
子
第
四
九
号
と

六
二
号
漢
墓
に
お
け
る
事
例
と
類
似
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

西
晋
よ
り
前
の
納
棺
の
服
の
実
態
を
ま
と
め
る
と
、
前
漢
末
期
以
降
、
官
員
が
公
的
な
服
を
着
用
し
て
棺
に
納
め
ら
れ
る
こ
と
は
普
遍
的

に
行
わ
れ
て
い
た
。
服
制
が
完
備
す
る
と
と
も
に
、
太
皇
太
后
と
皇
太
后
の
よ
う
な
帝
室
成
員
の
葬
礼
に
お
い
て
五
時
朝
服
を
副
葬
の
服
と

す
る
儀
礼
が
設
け
ら
れ
た
。
以
上
に
よ
り
、
前
漢
末
期
か
ら
公
的
な
服
は
重
要
な
敬
服
或
い
は
副
葬
の
服
と
な
っ
て
い
っ
た
と
推
定
で
き
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
「
朝
服
一
具
」
は
西
晋
よ
り
前
の
服
制
や
贈
楼
に
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
西
晋
は
漢
代
の
抱
服
に
よ
り
、
「
朝

服
一
具
」
の
服
制
を
定
め
、
ま
た
そ
れ
を
最
も
常
用
の
公
的
な
服
と
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、
漢
代
以
来
の
紋
服
や
副
葬
の
服
の
実
態
を
踏
ま

え
、
西
晋
が
「
朝
服
一
具
」
を
選
定
し
、
国
家
の
贈
槌
と
し
た
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

3 

『
衣
一
襲
」
の
内
容

漢
晋
に
お
け
る
賠
縛
制
度
に
つ
い
て
（
劉
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前
掲
の
西
晋
に
お
け
る
一
品
宮
員
に
対
す
る
贈
捲
の
中
に
は
「
衣
一
襲
」
も
見
え
る
。
そ
の
「
衣
一
襲
」
は
「
朝
服
一
具
」
と
同
じ
よ
う

に
た
だ
一
つ
の
服
を
指
す
の
で
は
な
く
、
複
数
の
服
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
『
史
記
』
巻
九
九
叔
孫
通
伝
に

見
え
る
「
衣
一
襲
」
を
注
釈
す
る
『
索
隠
』
に
、

『
国
語
』
謂
之
一
称
。
間
貝
達
案
、
『
礼
記
』
抱
必
有
表
、
不
単
。
衣
必
有
裳
、
謂
之
一
称
。
杜
預
云
、
衣
単
・
複
具
、
云
称
也
。

と
あ
る
。
ま
た
、
『
漢
書
』
巻
四
三
叔
孫
通
伝
の
「
衣
一
襲
」
を
注
釈
す
る
顔
師
古
注
に
、

師
古
目
、
一
襲
上
下
皆
具
也
。
今
人
呼
為
一
副
也
。

と
あ
る
。
『
索
隠
』
は
「
襲
」
が
「
称
」
で
あ
り
、
顔
師
古
は
「
襲
」
が
「
副
」
で
あ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
解
釈
し
て
い
る
が
、
「
称
」
・
「
副
」

及
び
「
襲
」
は
同
様
の
意
味
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
服
の
組
み
合
わ
せ
を
指
す
も
の
で
あ
る

go
そ
れ
ら
の
解
釈
は
す
べ
て
買
達
が
引
用
す
る

『
礼
記
』
喪
大
記
か
ら
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
史
料
の
大
意
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
小
数
の
抱
は
単
衣
で
は
な
く
、
必
ず
表
が
あ
り
、

小
数
の
衣
（
上
着
）
は
必
ず
裳
（
下
着
）
を
組
み
合
わ
せ
、
そ
れ
ら
は
ご
称
」
と
呼
ぶ
。
実
は
「
一
称
」
は
内
衣
と
し
て
の
砲
と
外
衣
と

し
て
の
衣
・
裳
を
含
む
。
ま
た
、
「
一
称
」
と
「
一
襲
」
の
音
U

味
は
同
じ
で
あ
る
の
で
、
「
一
襲
」
は
内
衣
（
抱
）
と
外
衣
（
衣
・
裳
）
の

二
組
を
含
む
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
西
晋
に
お
け
る
贈
援
の
「
衣
一
襲
」
に
は
抱
・
衣
・
裳
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
さ
o

そ
の
ほ
か
、
同
じ
よ
う
に
服
の
組
み
合
わ
せ
の
意
味
で
あ
る
が
、
「
朝
服
一
具
」
と
「
衣
一
襲
」
と
で
は
、
「
具
」
と
「
襲
」
の
数
え
方

が
異
な
っ
て
い
る
。
劉
世
儒
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
貌
晋
南
北
朝
の
「
具
」
は
種
類
が
異
な
る
も
の
を
組
み
合
わ
せ
た
セ
ッ
ト
と
い
う
意
味

が
あ
る

8
0
「
朝
服
一
具
」
は
衣
服
以
外
の
冠
・
帯
・
烏
も
含
む
も
の
で
、
種
類
が
具
な
る
も
の
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
異
な

り
、
「
衣
一
襲
」
は
抱
・
衣
・
裳
な
ど
の
服
の
み
で
構
成
さ
れ
る
の
で
、
同
じ
種
類
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
朝
服
一
旦
〈
」
と
「
衣

一
襲
」
と
で
は
、
数
え
方
が
異
な
っ
て
い
る
。

「
衣
一
襲
」
は
西
晋
よ
り
前
に
し
ば
し
ば
恩
賞
と
し
て
下
賜
さ
れ
て
い
た
。
漢
晋
の
服
制
に
定
め
ら
れ
た
公
的
な
服
は
祭
服
と
朝
服
が
あ

る
が
、
官
員
の
日
常
起
居
の
私
的
な
服
に
つ
い
て
は
限
定
し
て
い
な
い
。
漢
晋
の
服
制
は
「
衣
一
襲
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
衣
服
で
あ
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っ
た
の
か
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
な
い
た
め
、
そ
れ
は
私
的
な
場
面
に
着
用
す
る
服
に
相
当
す
る
と
想
定
さ
れ
る
。
以
上
の
検
討
よ
り
、
西

晋
に
お
け
る
「
朝
服
一
具
乙
・
「
衣
一
襲
」
の
贈
被
は
身
分
の
高
下
を
表
示
す
る
朝
服
と
日
常
起
居
の
私
的
な
服
を
合
わ
せ
て
官
員
に
贈
与

し
、
納
棺
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
西
晋
の
贈
援
は
現
実
に
お
け
る
公
私
両
面
の
服
を
合
わ
せ
て
形
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（

3
）
 

泰
始
律
令
に
お
け
る
故
事

以
上
、
西
晋
に
お
け
る
一
品
官
員
に
対
す
る
贈
贈
の
故
事
、
及
び
そ
の
中
に
見
え
る
「
朝
服
一
具
」
・
「
衣
一
襲
」
の
贈
櫨
の
成
立
に
つ

い
て
考
察
し
て
き
た
。
西
晋
の
賠
贈
制
度
は
、
漢
代
と
同
じ
よ
う
に
故
事
の
形
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
慣
例
の
側
面
の
強
か
っ

た
漢
代
の
故
事
と
比
べ
る
と
、
西
晋
の
故
事
に
は
法
典
的
な
性
格
が
す
で
に
備
わ
っ
て
い
た
。
本
項
で
は
、
西
晋
の
故
事
の
編
纂
過
程
や
法

的
効
用
に
対
す
る
検
討
を
通
し
て
、
そ
れ
の
性
格
を
検
討
し
て
み
た
い
。

曹
貌
末
期
、
晋
王
に
即
位
し
た
ば
か
り
の
司
馬
昭
が
買
充
に
命
じ
て
全
般
的
な
国
家
の
法
律
を
編
纂
さ
せ
た
。
そ
の
内
容
は
律
典
・
令

典
・
故
事
の
三
部
を
包
括
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
西
晋
が
建
国
し
た
後
の
泰
始
四
年
に
統
一
的
に
公
布
さ
れ
た
（
担
。
泰
始
律
令
の
具
体
的
な

内
容
は
、
次
の
『
晋
書
』
巻
三

O
刑
法
志
に
、

（
前
略
）
就
漢
九
章
増
十
一
篇
、
仇
其
族
類
、
正
其
体
号
、
改
旧
律
為
刑
名
・
法
例
、
排
囚
律
為
告
劾
・
繋
訊
・
断
獄
、
分
盗
律
為
請

賊
・
詐
偽
・
水
火
・
駿
亡
、
因
事
類
為
衛
官
・
違
制
、
撰
周
官
為
諸
侯
律
、
合
二
十
篇
、
六
百
二
十
条
、
二
万
七
千
六
百
五
十
七
言
。

錨
其
苛
械
、
存
其
清
約
、
事
従
中
典
、
帰
子
益
時
。
其
鈴
未
宜
除
者
、
若
軍
事
・
田
農
・
酷
酒
、
未
得
皆
従
人
心
、
権
設
其
法
、
太
平

当
除
、
故
不
入
律
、
悉
以
為
令
。
施
行
制
度
、
以
此
設
教
、
違
令
有
罪
則
入
律
。
其
常
事
品
式
章
程
、
各
還
其
府
、
為
故
事
。
（
中
略
）

凡
律
令
合
二
千
九
百
二
十
六
条
、
十
二
万
六
千
三
百
言
、
六
十
巻
、
故
事
三
十
巻
。

と
あ
る
。
泰
始
律
令
の
中
国
法
史
上
最
も
画
期
的
な
意
義
は
、
未
成
熟
な
法
典
で
あ
っ
た
漢
代
の
令
の
性
格
を
改
め
た
こ
と
で
あ
る
。
漢
代

漢
晋
に
お
け
る
賠
鱒
制
度
に
つ
い
て
（
劉
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の
令
は
皇
帝
の
詔
そ
の
ま
ま
を
編
纂
・
集
録
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
泰
始
律
令
の
令
典
は
、
定
め
ら
れ
た
行
政
準
則
で
あ
り
、
刑
法
の
律
典

と
並
列
す
る
法
典
で
あ
る
（
犯
）

O

た
だ
し
、
泰
始
律
令
に
つ
い
て
は
律
典
と
令
典
の
ほ
か
、
故
事
の
設
立
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
六

O
巻
の
律
令
（
二

O
巻
の
律
・
四

O
巻
の
令
）
に
対
し
て
、
故
事
の
内
容
は
三

O
巻
に
至
り
、
泰
始
律
令
の
中
で

相
当
な
分
且
一
を
占
め
て
い
る
。
か
つ
両
晋
は
こ
の
三

O
巻
の
故
事
を
数
回
増
補
し
、
最
終
的
に
四
三
巻
の
「
晋
故
事
」
と
し
て
い
る

go

前
述
し
た
よ
う
に
、
漢
代
の
故
事
は
帝
室
や
各
官
府
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
形
成
さ
れ
た
内
部
規
定
で
あ
り
、
国
家
が
統
一
的
に
制
定
さ
れ

た
法
典
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
西
晋
の
故
事
は
律
典
・
令
典
と
と
も
に
編
纂
さ
れ
、
統
一
的
に
公
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

西
晋
の
故
事
の
法
源
も
漢
代
の
故
事
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
漢
代
の
故
事
は
一
度
の
行
為
を
前
提
と
し
て
の
慣
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
掲

の
『
唐
六
血
（
』
巻
六
刑
部
尚
書
郎
中
員
外
郎
条
「
晋
買
充
等
撰
律
令
、
兼
耐
定
当
時
制
詔
之
条
、
為
故
事
三
十
巻
、
与
律
令
並
行
」
の
記

事
に
従
え
ば
、
西
晋
の
故
事
は
皇
帝
の
詔
を
法
源
と
し
、
編
纂
や
剛
定
な
ど
の
作
業
を
経
た
、
恒
久
的
な
規
定
で
あ
っ
た
。
以
上
を
踏
ま
え

る
と
、
漢
・
晋
の
故
事
は
、
条
文
の
成
立
や
法
源
な
ど
の
方
面
に
お
い
て
顕
著
な
差
異
が
存
在
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
西
晋
の
故
事
は
す
で

に
漢
代
の
故
事
の
性
格
を
脱
却
し
、
律
令
体
制
下
の
独
自
の
法
典
と
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

西
晋
に
お
け
る
故
事
の
法
的
効
用
及
び
令
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
守
屋
美
都
雄
氏
が
西
晋
の
故
事
は
「
教
化
」
の
役
割
を
持
っ
て
い
た

令
よ
り
、
低
次
元
の
事
務
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
お
）

O

ま
た
、
滋
賀
秀
三
氏
は
前
掲
し
た
『
晋
書
』
刑
法
志
の
記
事
に
よ

っ
て
、
故
事
は
執
務
上
の
細
則
や
先
例
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る

go
次
の
条
文
を
見
る
と
、
西
晋
の
故
事
は
国
家
の
基
本

的
な
制
度
に
も
触
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
『
初
学
記
』
巻
二
七
絹
第
九
に
は
、

晋
故
事
、
凡
民
丁
課
田
、
夫
五
十
畝
、
牧
租
四
餅
・
絹
三
一
疋
・
綿
三
斤
。
凡
属
諸
侯
、
皆
減
租
穀
畝
一
斗
、
計
所
減
以
増
諸
侯
、
絹
一

疋
、
以
其
絹
為
諸
侯
秩
。
又
分
民
租
戸
二
斜
、
以
為
侯
奉
。
其
鈴
租
及
旧
調
絹
二
戸
三
疋
綿
コ
一
斤
、
書
為
公
賦
、
九
品
相
通
、
皆
輸
入

子
官
、
自
如
旧
制
。

と
あ
る
。
天
野
元
之
助
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
晋
故
事
」
侠
文
の
主
要
な
内
容
は
、
「
凡
属
諸
侯
」
以
下
の
部
分
で
、
国
家
が
諸
侯

に
分
割
す
る
封
戸
の
租
調
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
そ
の
前
半
の
「
凡
民
丁
課
目
、
夫
五
十
畝
、
牧
租
四
餅
・
絹
三
疋
・
綿
三
斤
」
は
封
戸
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の
租
調
を
分
割
す
る
規
定
の
前
提
に
過
ぎ
な
い
（
を
そ
の
前
提
は
、
す
な
わ
ち
当
時
の
租
調
制
で
あ
り
、
も
と
も
と
令
典
の
条
文
で
あ
っ
た

と
確
認
さ
れ
て
い
る
（
包
o

つ
ま
り
、
こ
の
「
晋
故
事
」
は
令
典
に
定
め
ら
れ
た
租
調
制
の
下
で
の
、
諸
侯
封
地
の
財
政
分
配
に
関
す
る
細
則

で
あ
り
、
令
典
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
対
す
る
よ
り
詳
細
な
規
定
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
『
太
平
御
覧
』
巻
二
一

O
尚
書
令
条
に
、

晋
故
事
目
、
買
充
為
尚
書
令
、
以
目
疾
表
置
省
事
、
於
是
遂
置
省
事
吏
四
人
、
品
職
章
服
与
諸
曹
令
史
同
。

と
あ
る
。
こ
の
条
文
は
先
例
に
従
っ
て
尚
書
省
の
省
事
吏
を
設
け
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
西
晋
の
官
吏
は
主
に
泰
始
律
令
に
お
け

る
「
官
品
令
」
と
「
吏
員
令
」
に
従
っ
て
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
に
見
え
る
省
事
吏
は
「
晋
故
事
」
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
職
で
あ
る
。

当
然
な
が
ら
、
こ
の
省
事
吏
は
「
官
品
令
」
と
「
吏
員
令
」
に
設
け
ら
れ
た
各
官
職
と
同
じ
よ
う
な
、
国
家
の
法
定
官
吏
で
あ
る
。

以
上
に
挙
げ
た
二
つ
の
「
晋
故
事
」
供
文
か
ら
、
西
晋
に
お
け
る
故
事
の
内
容
は
確
か
に
細
則
や
先
例
で
あ
っ
た
が
、
法
的
な
規
制
力
と

し
て
は
律
令
と
根
本
的
な
区
別
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
故
事
の
来
源
や
編
目
の
方
法
な
ど
に
よ
れ
ば
、
西
晋
の
故
事
は
、
唐
代
の
格

と
類
似
し
た
特
徴
を
持
っ
て
お
り
、
格
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
る

8
0

以
上
の
検
討
を
整
理
す
る
と
、
西
晋
泰
始
律
令
の
故
事
は
律
典
・
令
典
と
同
時
に
編
纂
さ
れ
、
公
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
律
典
・
令
典

と
と
も
に
、
国
家
の
律
令
体
制
を
構
成
す
る
法
典
と
し
て
、
そ
の
規
制
力
は
律
令
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
す
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
故
事
の
法
的
性
格
を
踏
ま
え
る
と
、
本
節
で
検
討
し
て
き
た
賠
賭
に
関
す
る
西
晋
の
故
事
は
、
律
令
体
制
下
の
国
家
制
度
の
一

っ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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お

わ

り

に

本
稿
で
考
察
を
行
っ
て
き
た
の
は
、
中
国
古
代
に
お
け
る
娼
縛
の
基
準
や
数
量
に
関
す
る
制
度
が
如
何
に
し
て
形
成
さ
れ
、
如
何
に
し
て

国
家
の
律
令
体
制
の
中
に
取
り
入
ら
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
先
秦
時
代
に
お
い
て
は
賠
賜
の
贈
与
は
主
に
儀
礼
に
従
っ

て
い
た
。
漢
代
に
な
る
と
、
律
や
詔
に
よ
っ
て
贈
賄
の
贈
与
が
部
分
的
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
が
、
官
一
帝
期
か
ら
、
賠
縛
に

漢
晋
に
お
け
る
贈
賄
制
度
に
つ
い
て
（
劉
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関
わ
る
故
事
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
、
娼
贈
の
贈
与
は
主
に
故
事
に
従
う
よ
う
に
な
っ
た
。
前
漢
の
故
事
に
基
づ
く
賠
縛
の

贈
与
は
さ
ら
に
後
漢
に
踏
襲
さ
れ
た
。
漢
代
に
お
け
る
贈
賄
の
故
事
は
、
官
員
の
葬
礼
に
お
い
て
周
贈
の
贈
与
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
た
め
、
徐
々
に
贈
与
の
基
準
や
内
容
に
関
す
る
慣
例
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
故
こ
の
よ
う
な
故
事
に
従
っ
て
い
た
漢
代
の
賠
縛

は
、
未
だ
整
備
さ
れ
た
国
家
の
制
度
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

『
晋
書
』
各
伝
に
お
け
る
一
品
官
員
に
対
す
る
贈
賄
に
は
贈
・
捲
の
贈
与
が
見
え
る
。
そ
の
中
で
贈
の
内
容
は
後
漢
以
来
に
形
成
さ
れ
て

き
た
銭
・
織
物
の
贈
与
を
継
承
し
て
い
る
。
捻
の
贈
与
は
後
漢
の
朝
服
制
度
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
「
朝
服
一
具
」
と
い
う
公
的
な
服
と

「
衣
一
襲
」
と
い
う
私
的
な
服
を
合
わ
せ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
『
晋
書
』
に
見
え
る
こ
れ
ら
の
賠
購
の
記
述
は
、
そ
れ
ぞ
れ
よ

く
似
て
お
り
、
当
時
の
故
事
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。
慣
例
と
し
て
の
漢
代
の
故
事
と
は
異
な
り
、
酉
晋
の
故
事
は
国
家

の
法
典
の
一
部
で
あ
り
、
律
血
（
・
令
典
と
と
も
に
、
国
家
の
律
令
体
制
を
構
成
す
る
重
要
な
部
分
で
あ
っ
た
。
西
晋
の
故
事
は
内
容
上
、
細

則
や
先
例
の
よ
う
な
規
定
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
法
的
な
規
制
力
は
律
令
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
贈
賄
の
贈
与
は
そ
の
基
準
や
内
容
を
規

定
す
る
西
晋
の
故
事
の
成
立
に
よ
っ
て
、
初
め
て
律
令
体
制
に
基
づ
く
国
家
制
度
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
漢
晋
に
お
け
る
賠
鱒
制
度
の
形
成
、
及
び
照
鱒
贈
与
に
関
す
る
西
晋
故
事
の
成
立
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
西
晋
の
賠
鱒
制

度
、
と
り
わ
け
そ
の
「
朝
服
一
具
」
・
「
衣
一
襲
」
の
贈
櫨
制
度
は
、
東
晋
南
朝
に
踏
襲
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
北
貌
の
太
和
改
制
以
後
に

お
い
て
も
参
照
さ
れ
続
け
て
い
た
。
西
晋
の
賠
贈
制
度
が
如
何
に
し
て
南
北
朝
時
代
に
継
承
さ
れ
た
か
、
さ
ら
に
そ
れ
が
如
何
に
し
て
唐
贈

賄
制
度
へ
と
至
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註
2 

『
大
唐
開
元
礼
』
巻
二
二
四
凶
礼
勅
使
弔
賠
賭
条
参
照
。

『
儀
礼
』
士
喪
礼
・
既
タ
礼
や
『
礼
記
』
雑
記
の
記
載
参
照
。
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3 

拙
稿
「
唐
代
の
賠
時
制
度
に
つ
い
て
｜
唐
喪
葬
令
を
中
心
と
し
て
｜
」
（
『
史
学
雑
誌
』
一
一
一
一
一
一
二
、
二

O
二
二
年
）
参
照
。

滋
賀
秀
三
『
中
国
法
制
史
論
集
』
第
一
章
第
三
節
「
貌
・
晋
・
南
北
朝
｜
｜
真
一
正
律
令
形
成
期
（
法
源
の
整
頓
）
」
（
創
文
社
、
二

O
O
三
年
）
参
照
。

鎌
田
重
雄
『
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』
、
第
三
篇
第
七
章
「
漢
代
贈
贈
考
」
（
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
六
二
年
）
参
照
。

杉
本
憲
司
「
漢
代
の
法
贈
に
つ
い
て
」
（
大
阪
府
立
大
学
社
会
科
学
研
究
会
『
社
会
科
学
論
集
』
二
、
一
九
七
一
年
）
参
照
。
上
述
の
贈
賄
に
関
す

る
研
究
が
制
度
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
佐
伯
富
氏
は
賠
縛
に
関
す
る
思
想
的
な
背
景
に
論
及
す
る
（
佐
伯
氏
「
漢
代
の
時
贈
に

つ
い
て
」
『
史
林
』
六
二
五
、
一
九
七
九
年
参
照
）
。
ま
た
、
斉
書
深
氏
は
漢
代
の
国
家
か
ら
贈
ら
れ
る
贈
を
研
究
す
る
と
と
も
に
、
人
々
の
私
的
な

賠
貯
に
も
注
目
す
る
（
斉
氏
「
漢
代
時
贈
初
探
」
『
社
会
科
学
戦
線
』
、
一
九
八
九
五
、
同
氏
「
漢
代
喪
贈
甥
議
」
『
求
是
学
刊
』
、
一
九
九
五
｜
二
参

照
）
。
そ
の
ほ
か
、
杜
林
淵
氏
は
後
漢
に
お
い
て
官
員
に
対
す
る
贈
賄
の
量
を
検
討
し
て
い
る
が
、
そ
の
結
論
は
各
級
官
員
の
秩
の
比
率
に
よ
っ
て
推

算
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
杜
氏
の
研
究
で
は
、
根
拠
と
し
た
史
料
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
（
杜
氏
「
東
漢
贈
賄
制
度
研
究
」
『
東
南
文
化
』
、
二

0
0

4 5 6 

七
二
参
照
）
。

q
J
 

Q
d
 

7 

張
鵬
一
遺
著
・
徐
清
廉
校
補
『
晋
令
輯
存
』
「
喪
葬
令
」
（
三
秦
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
一
八
一
頁
参
照
。

本
稿
に
引
用
す
る
二
年
律
令
は
、
張
家
山
二
四
七
号
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
『
張
家
山
漢
墓
竹
簡
』
（
文
物
出
版
社
、
二

O
O
六
年
）
参
照
。

冨
谷
至
『
江
陵
張
家
山
二
四
七
号
墓
出
土
律
令
の
研
究
（
訳
注
篇
）
』
（
朋
友
書
店
、
二

O
O
六
年
）
一
九
一
頁
参
照
。
彰
浩
・
陳
偉
・
工
藤
元
男
、
王

編
『
二
年
律
令
与
奏
調
書
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二

O
O
七
年
）
二

O
九
頁
参
照
。

前
掲
註
（
8
）
『
張
家
山
漢
墓
竹
簡
』
四
八
頁
参
照
。
ま
た
、
前
掲
註
（
9
）
『
二
年
律
令
与
奏
調
書
』
二

O
八
頁
参
照
。

前
掲
註
（
9
）
冨
谷
氏
『
江
陵
張
家
山
二
四
七
号
墓
出
土
律
令
の
研
究
（
訳
注
篇
）
』
一
九
一
頁
参
照
。
ま
た
、
漢
代
の
居
延
漢
簡
に
見
え
る
成
卒
や
燐

長
の
部
品
に
は
、
「
県
官
衣
」
・
「
官
襲
」
・
「
官
締
」
な
ど
の
よ
う
な
衣
物
が
見
え
、
そ
れ
ら
は
官
員
が
着
用
す
る
も
の
で
は
な
く
、
官
給
の
衣
物
を
指

す
（
陳
直
『
居
延
漢
簡
研
究
』
天
津
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
三
九
六
頁
参
照
。
ま
た
、
永
田
英
正
『
居
延
漢
簡
の
研
究
』
同
朋
舎
、
一
九
八
九

年
、
一
二
四
頁
参
照
）
。

賜
律
二
八
二
簡
、
「
賜
衣
者
六
丈
四
尺
、
縁
玉
尺
、
紫
三
斤
。
橋
二
丈
二
尺
、
縁
丈
、
禁
二
斤
。
締
（
袴
）
二
丈
一
尺
、
禁
一
斤
半
。
会
玉
丈
二
尺
、

8 9 11 10 12 

漢
晋
に
お
け
る
賠
贈
制
度
に
つ
い
て
（
劉



東
洋
史
論
集
四

（日）
（凶）

（日）
（日）

（口）
（
同
）

縁
二
丈
六
尺
、
繋
十
一
金
」
と
あ
る
。
ま
た
、
二
八
五
簡
「
官
衣
一
、
用
鰻
六
丈
四
尺
、
白
巾
裏
、
母
索
。
常
（
裳
）

柿
沼
陽
平
『
中
国
古
代
貨
幣
経
済
史
研
究
』
（
汲
古
書
院
、
二

O
一
一
年
）
一
五
五
頁
参
照
。

耶
義
国
「
従
「
如
故
事
」
和
「
便
宜
従
事
」
看
漢
代
行
政
中
的
経
常
与
権
変
」
（
『
治
国
安
邦
』
中
華
書
局
、
二

O
一

前
掲
註
（
5
）
鎌
田
氏
『
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』
五
三
九
頁
参
照
。

贋
瀬
氏
『
秦
漢
律
令
研
究
』
第
二
部
第
六
章
「
漢
代
の
故
事
」
（
汲
古
書
院
、
二

O
一
O
年
）
二
五
七
頁
参
照
。

『
続
漢
書
』
志
六
礼
儀
志
下
に
、
劉
昭
注
補
「
礼
稽
命
徴
日
、
「
天
子
飯
以
珠
、
晴
以
玉
。
諸
侯
飯
以
珠
、
晴
以
壁
」
」
と
あ
る
。

前
掲
の
玉
音
・
王
商
・
郵
弘
以
外
、
後
漢
の
開
国
功
臣
で
あ
る
呉
漢
・
祭
遵
の
葬
礼
も
一
塞
光
故
事
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
後
漢
書
』
巻

一
八
呉
漢
伝
・
同
書
巻
二

O
祭
遵
伝
参
照
。

上
記
の
『
漢
旧
儀
』
に
見
え
る
「
賜
棺
・
棺
数
具
」
の
部
分
は
、
『
冊
府
元
亀
』
巻
一
一
二
八
宰
輔
部
褒
寵
程
方
進
条
で
は
「
賜
棺
敏
具
」
と
記
し

て
い
る
。
引
用
す
る
『
漢
書
』
顔
師
古
注
の
『
漢
旧
儀
』
で
は
「
棺
」
が
二
つ
重
な
る
た
め
、
そ
の
次
の
「
棺
」
は
街
字
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。

前
掲
註
（
6
）
杉
本
氏
「
漢
代
の
法
贈
に
つ
い
て
」
参
照
。

福
井
重
雅
『
漢
代
儒
教
の
史
的
研
究
』
（
汲
古
書
院
、
二

O
O
五
年
）
一

O
六
頁
参
照
。

漢
代
に
お
け
る
故
事
の
形
成
や
性
格
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
日
）
贋
瀬
氏
『
秦
漢
律
令
研
究
』
二
五
七
参
照
。

祝
総
斌
『
両
漢
貌
晋
南
北
朝
宰
相
制
度
研
究
』
第
六
章
第
二
節
「
二
、
西
晋
的
三
公
・
八
公
」
（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九

O
年
）
参
照
。

南
北
朝
の
史
料
に
は
、
「
朝
服
一
具
」
・
「
衣
一
襲
」
の
贈
楼
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
南
北
朝
に
お
け
る
贈
贈
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
予

定
し
て
い
る
。

小
林
聡
「
晋
南
朝
に
お
け
る
冠
服
制
度
の
変
遷
と
官
爵
体
系
」
（
『
東
洋
学
報
』
七
七
｜
三
・
四
、
一
九
九
六
年
）
参
照
。

『
晋
書
』
巻
二
景
帝
紀
に
、
「
（
戚
照
元
年
、
二
六
四
）
秋
七
月
、
帝
奏
司
空
荷
額
定
礼
儀
、
中
護
軍
買
充
正
法
律
、
尚
書
僕
射
斐
秀
議
官
制
、
太
保

鄭
沖
総
市
裁
罵
」
と
あ
る
。

前
掲
註
（
9
）
冨
谷
氏
『
江
陵
張
家
山
二
四
七
号
墓
出
土
律
令
の
研
究
（
訳
注
篇
）
』
）

-94-

一
、
用
鰻
二
丈
」
と
あ
る
。

一
年
）
三
八
三
頁
参
照
。

19 （
加
）

（幻）
（幻）

（幻）
（但）26 25 27 

一
九
一
頁
参
照
。



（お）
（却）

（却）

甘
粛
省
博
物
館
「
武
威
磨
噴
子
三
座
漢
墓
発
掘
簡
報
」
（
『
文
物
』
一
九
七
二
l
二
一
）
参
照
。

孫
機
「
武
士
的
弁
・
冠
与
頭
飾
」
（
『
漢
代
物
質
文
化
資
料
図
説
』
、
文
物
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
参
照
。

袖
は
、
先
秦
時
代
に
お
い
て
は
内
衣
で
あ
っ
た
が
、
後
漢
に
至
っ
て
外
衣
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
（
前
掲
註
（
却
）
孫
氏
『
漢
代
物
質
文
化
資
料
図
説
』

二
四
三
頁
参
照
）
。
二
年
律
令
に
見
え
る
贈
与
の
衣
服
は
す
べ
て
上
着
（
衣
・
橋
）
と
下
着
（
締
・
裳
）
で
あ
り
、
抱
の
よ
う
な
上
着
と
下
着
を
合
わ

せ
る
服
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
際
、
抱
は
ま
だ
内
衣
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
居
延
漢
簡
に
見
え
る
抱
は
す
で
に
常
見
さ
れ
る
官
給
の

衣
服
と
な
っ
て
い
た
。
五

O
九
・
二
六
（
甲
二

O
九
四
）
簡
に
、
「
成
卒
済
陰
郡
定
陶
池
上
里
史
国
県
官
吊
口
抱
一
口
口
三
斤
県
官
東
履

二
両
（
後
略
）
」
と
あ
り
、
ま
た
、
開
・
司
・
叶
5

一4
1
2
簡
に
、
「
図
官
抱
一
領
甲
官
委
一
領
甲
官
襲
一
領
甲
宮
締
一
両
在
亭
」
と
あ
る
。

こ
れ
ら
漢
簡
に
見
え
る
「
抱
」
は
す
で
に
外
衣
の
よ
う
で
あ
る
（
前
掲
前
掲
註
（
日
）
永
田
氏
『
居
延
漢
簡
の
研
究
』
一
二
四
頁
参
照
）
。
前
漢
で
は
、

抱
は
内
衣
か
ら
外
衣
へ
の
変
化
を
経
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

前
掲
註
（
お
）
甘
粛
省
博
物
館
「
武
威
磨
噴
子
三
座
漢
墓
発
掘
簡
報
」
参
照
。

原
田
淑
人
『
増
補
漢
六
朝
の
服
飾
』
（
東
洋
文
庫
、
一
九
六
七
年
）
一

O
八
頁
参
照
。

前
掲
註
（
お
）
小
林
氏
「
晋
南
朝
に
お
け
る
冠
服
制
度
の
変
遷
と
官
爵
体
系
」
参
照
。

『
漢
書
』
巻
七
昭
帝
紀
に
、
「
賜
衣
被
一
襲
、
桐
以
中
牢
。
（
顔
師
古
注
、
一
襲
、
一
称
也
。
猶
今
言
一
副
也
。
）
」
と
あ
る
。

前
項
に
お
い
て
説
明
し
た
よ
う
に
抱
は
先
秦
時
代
に
お
い
て
は
内
衣
で
あ
り
、
前
漢
に
な
る
と
外
衣
と
な
っ
て
い
っ
た
。
『
礼
記
』
喪
大
記
に
見
え
る

抱
は
内
衣
で
あ
る
が
、
西
晋
の
抱
は
外
衣
で
あ
る
。

劉
氏
『
貌
晋
南
北
朝
量
調
研
究
』
第
三
章
第
二
組
「
具
」
（
中
華
書
局
、
一
九
六
五
年
）
参
照
。

本
稿
は
買
充
が
編
纂
し
た
各
法
典
の
総
称
を
泰
始
律
令
と
称
し
、
具
体
的
な
律
・
令
・
故
事
は
そ
れ
ぞ
れ
律
典
・
令
典
・
故
事
と
称
す
る
。

冨
谷
至
「
晋
泰
始
律
令
へ
の
道
第
二
部
貌
音
の
律
と
令
」
（
『
東
方
学
報
』
（
京
都
）
七
三
、
二

O
O
一
年
）
参
照
。

買
充
が
編
纂
し
た
故
事
は
一
二

O
巻
で
あ
る
が
、
『
陪
書
』
巻
三
三
経
籍
志
・
『
旧
唐
書
』
巻
四
六
経
籍
志
・
『
新
唐
書
』
巻
五
八
芸
文
志
に
は
、
「
晋

故
事
」
四
三
巻
を
著
録
し
て
い
る
。
守
屋
美
都
雄
氏
は
、
惰
志
・
新
旧
唐
志
に
は
晋
の
年
号
を
冠
し
た
故
事
が
幾
つ
か
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

戸

h
u

n可
U

（出）
（臼）

（お）
（日）

（お）
（お）

（幻）
（犯）

（ぬ）

漢
晋
に
お
け
る
贈
賄
制
度
に
つ
い
て
（
劉



東
洋
史
論
集
四
二

（
羽
）

（
剖
）

（
位
）

（
必
）

四
三
巻
の
「
晋
故
事
」
は
買
充
本
に
の
ち
の
故
事
を
補
加
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
証
す
る
（
守
屋
氏
『
中
国
古
代
の
家
族
と
国
家
』
第
四
章
「
晋
故
事

に
つ
い
て
」
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
六
八
年
、
六

O
六
・
六

O
七
頁
参
照
）
。
こ
れ
ら
故
事
の
編
纂
時
期
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
晋
に
お
け
る
故
事
の

法
的
性
格
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

前
掲
註
（
却
）
守
屋
氏
『
中
国
古
代
の
家
族
と
国
家
』
六

O
四
頁
参
照
。

前
掲
註
（
4
）
滋
賀
氏
『
中
国
法
制
史
論
集
』
六
三
頁
参
照
。

天
野
氏
「
西
晋
の
占
田
・
課
回
に
つ
い
て
の
試
論
」
（
大
阪
市
立
大
学
文
学
会
『
人
文
研
究
』
八
｜
九
、
一
九
五
七
年
）
参
照
。

張
学
鋒
「
西
晋
の
占
田
・
課
田
・
租
調
制
の
再
検
討
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
五
九
l
一
、
二

0
0
0年
）
参
照
。
ま
た
、
前
掲
『
晋
令
輯
存
』
「
佃
令
」

一
四

O
頁
参
照
。

劉
俊
文
『
唐
代
法
制
研
究
』
（
文
津
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
二
一
一
・
一
二
二
頁
参
照
。
ま
た
、
富
谷
至
「
漢
律
か
ら
唐
律
へ
｜
裁
判
規
範
と
行
為

規
範
｜
」
（
『
東
方
学
報
』
（
京
都
）
八
八
、
二

O
二
二
年
）
参
照
。
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